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はじめに

日本帝国主義下の植民地・占領地域開発は「国家資本J. 具体的には官民合

同の投資・開発会社である政府出資法人を中核として行われたことはよく知ら

れている通りである。日本帝国主義干の植民地分析の重要な一環をなす金融資

本の資源独占・地域支配の解明は，政府出資法人を中軸に据えて行われなけれ

ばならないと言えよう。

政府出資法人を挺子とする金融資本の資源独占・地域支配の形成が最も典型

的に現われているのは中国本土である九日本帝国主義下の植民地・占領地域

に於ける資源独占・地域支配は，純経済的法則に基づく自由な資源の争奪戦を

通じて形成されたのではなく，軍による現地民族資本・大衆からの資源・鉱業

柏の掠奪とそ白分配を通じて形成された。資源・鉱業権は政府出資法人を媒介

として巨大財閥金融資本を中心とするカルテノレ的調整によヮて割当られたので

ある。乙れまでの日本帝国主義下の植民地研究は「満~HJ ・「台湾」・「朝鮮」を

中心として行われ，中国本土を対象とするものは最近にな勺てようやく開始さ

れたところであり，政府tH1笥決人を挺干とする金融資本の資源独占・地域支配↓

1) 日本帝国主義の植民地支配の歴史の中で中国東北部は最も重要な位置を占めているが，当該地
域に於ける金融資本の資源独占 地域支配の問題は!関東軍. I反財閥」感情. I満鉄改組問
題J.I日産の満州移駐」等主考慮に入れて考慌しなければならないであろう。
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。分析はまだ課題として浅されている九当該地域に於ける資源独占・地域支

配の形成過程は 2段階に区分できる。第 1段 曜は 日中戦争の勃発から北支那開

発株式会 社・ 中支 那振興株式会社が設立される 1938年11月までの時期であり，

金融資本は軍が接収した工場や鉱山の管理経営を引受ける形で資源独占・地域

支配を開始する。しかし，接収資産の管轄は依然として軍にあり，軍管理工場

と し てその管理経営が臨時的応急的に委託きれているにすぎない。軍管理工場

の 委 託関係の解除によって，この段階の資源独占・地 域支配は解体される可抱

性を含んでいる。第 2段 階 は1938年11月以降であり，政府出資法人による投融

資を挺子とする接収資産・鉱業権の割当の再調整を通じて金融資本の資源、独占

.地域支配が再編成される。

小論 の 課 題 は 日 本 帝国主義下の中国本土占領地域に於ける軍管理工場と資源

独占・ 地域支配の関係を考察することである。まず，第 I節では日中戦争前後

の対中国投資を概観し， 日中戦争勃発後の対中国段資と軍管理工場の関係を考

察 す る。第E節では軍管理工場の管理経営の割当，その 委 託 経 営 の 実 態 を 解 明

する。第E節では軍管理工場の受託管理を通じて占領地域に於ける資源独占

地域支配がどのように形成されようとしていたのか，北部占領地域に於ける草

的 円本帝国主議支配下の中国本土を直接車り上げたものにはz 桑野仁『眠時通貨工作史論~c法政

史学出版局， 1965年 10月).依田軍家「日本帝国主義の『華北経演工作』と『華北開発計画』

『支部駐屯宰』り計画案を中心に J ('社会科学討究』第54号， 1974年 3月)， IJ、枠英夫「日本帝

国主義の華北占領政策ーその展開を中心に J ('日本史研究』第146号， 1974年10月〉がある.軍

による重要賢源 鉱区の接血と金融賢本町賢糠独占地域支配の関係を最初に指摘したのはおそ

らく樋口弘民であろう。すなわち，樋口氏は「事変勃発後の日本の財閥資本の対支進出は 北

支に於ける軍の占拠地域に掛ける軍管理工場，鉱山の委託経宮から拍まった。J(陪十回経済と日

本財閥』味灯書量み 1941年3月， 244ベ ジ〉と指摘さ札ている。 しかし，時代的制約を受けて

その実態が充分解明されているとは言えないe また，日本帝国主義と植民地侵略の関時を構造的

に分析した井上晴丸・宇佐美誠次郎氏 C'危機における日木皆木主葺の構造』岩波書居， 1951牛

12月〉は「重工業部面の植民地侵略は 民族資本や外国資本の重工業がある場合にはその武力

的奪取という形でも行われた。 中国における正豊梓山ー中典大同骨晋・平定井陸

宜化等の諸炭鉱，大治ー宜化等の鉄山，石景山漢治再 プミ河溝等自製鉄所，ま利硫安工場等の

民族重工莱の傘曜とその輿中よ司，北支開発・中支振興等の国家事者本と担Ii食本D合成瀬である

国策会社への分配が行われた。J (88-89ペ ジ)と，軍による重要資源・鉱区の接収と金融賢本

によるそ白独占の関係を指摘されているが，政府出資法人の役割について不明確な点が残されて

いる。
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管理炭鉱を索材として考察したい。なお，政府出資法人を挺子とする金融資本

の資源独占・地域支配の再編成過程の分析は紙幅の関係上次稿に於いて行う予

定である。

I 日中戦争前後の討中国投資と軍管理工場

戦前日本の対外投資は中国大陸士主として第一次世界大戦の頃から本格化す

るが，諸外国の対中国投資の中で重要な位置を占めるようになるのは満州事変

の頃になってからである。 C ・F ・リーマーの推計によると， 1931年末の目本

の対中国投資は 11億36百万ドルに達L，諸外国の対中同投資額32億42百万ドノレ

の35.1%を占めていた。 これは中国に対する最大の投資国であるイギリスの投

資額 (11億89百万ドノレ， 36.7%) に匹敵する額である3)。しかし， 日本の対中国投

資は東北部を中心に行われ〔例えば， 1932年から1944年の対外投資累計128億42百万

円のうち85億66百万円， 66.7%)4>， 中国本士のみに対する投資の占める割合は若

干低下する。すなわち，諸外国の中国本土に対する投資総額24億 3千万ドノレの

うち， 日本の投資額は5億86百ドノレ， 24%で，イギりス (11億四百万ドル>48.9%) 

の約 2分の 1である。それでも，アメリカ(1億96百万円レ， 8.1%)やフラ γ 見

(1億92百万ドル. 7.9%) と比べると日本の占める割合は相対的に大きかった5)。

このような対中国投資に占める各国のシヱアーは日中戦争前までほとんど変ら

なかったが6)， これは日本の対中国投資が強固な経済的基盤の上に行われたι

3) C. F. Remer. Foreign Investment in China， 1933， New York， p. 76 なお， リーマ
の推計には「極めて大胆な憶測の部分が:tくなし然かも計数推定の根拠が明らかにされてい

ないーJ (東亜研究所即日国対主投資左支部間際取主.Jl1941年10月， 79ページ〕 と指摘されてし、
る。

4) 日本銀行 r満州事変以後の財政金融史Jl1948年11舟， 174ページ= 日木興業銀行『日本開業担
行五十年史J1957年9月， 408， 548ペーシ。

町東亜研究所「日本町対主投資'j]1941年9月， 48ベータ。なお，これは京亜研究所がリ マ 白

調査に基づいて，対寅北部への投資額を控除して算出したもりである。
6) 東亜研究所の調査に基づいてE出年末の各国の対中国投賢に占申るシェア を計算すると，ィ
ギリス(1， 077百万ドル， 45.0%)，日本 (564百万ドル， 23.6弘)，アメリヵ (218百万ドル， 9.1 
帖).フランス (180百万ドル， 7.5目)， ドイツ (141百万ドル， 5.9%)，その他 (209百万ドル，
8.9ちも〉 総計四89百万ドノレである。なお，同年末現在 1 米ドノレ~3 円45銭とした。
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とを必ずしも意味するのではない。日本の中国大1陛に対する投資は対外投資のl

大半が向けられていたのに対して，先進諸国のそれは対外投資のごく僅かしか

占めくいなかった。また， 日本田対中国投資は西原借款に典型的に示されるよ

うに腐敗的性格の強い政治自引昔款，政府資金や日本興業・横浜正金・朝鮮・台

湾銀行のような特殊銀行の占める割合の高いこと，民間資本独自の投資は「在

幸紡J 0)ように現地民族資本と直接競合する形で行われたことはよく知られて

いるi直りである。

日中戦争前後から中国本士に対する投資は直接事業投資が急増して〈る。東

亜研究所の調査によると， 1936年末から1938年末に至る 2年聞に中国投資は

19意46百万円から27億:33百万円へ，約40%増大するが，その大半は直接事業投

資であり，増加額の84%. 6億64百万円を占めていた。これに対して，借款投

資は日中戦争前の中国投資の中で主要な投資形態の一つであり， 1936年末には

投資残[告の約半分 9億52百円に達していたが，この 2年間にはほとんど投資

が行われず，投資増加額の 9%程度しか占めていない。

では，この時期に「的地」民間資本はどのような事業部門に進出していった

のであろうか。政府昔款投資を除く経済的投資は 2年間に11億 1千万円から

18億35百万円へ， 7億25百万円増加するが，そのうち金融業 (40.8%)，商業 (25.8

%)， 鉱工業(15.7%)の3部門で全体の 80%余を占めている。特に前2者の伸

び率は著しく紡績業に対する投資によって従来の対中国投資の主流を占めてき

た鉱工業田仲び率を凌駕している。鉱工業の投資残高に占める割合は1936年末

の52.日%から 3乱2%に14ポイントも低下しているのに刻 L，同じ期間に金融業

は18.3%から 27.2%. 商業は 14.2%から 18.7%に増大している。この時期の中

国投資は製造業部門上りも金融・流通部門を中心に行われたことが解る。なお，

安通・通信業，公共事業に対する投資は低とんど行われず，両部門合わせても

この間の投資高に占める割合は 6%程度であったの。

り 東亜研究所『日本の対主投資， 1043-1048ペ ジ。なお，諾外国の対中国投資に占める惜款の
主l合は鉄道借歌11.5%，一般政府借款16.5出，計28%である〔東亜研究所『列国の対主投資と支
部国際収支;76ページ入
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このような日中戦争を契機とする対中国投資の変化をもう少し具体的に検討

する為に，主要業種別の推移を示せば第1表の通りである。銀行業，輸出入業，

投資業の 3業種で ζ の 2年間の投資額のうち60%近くを占めている。このうち，

投資業に対する投資額が急増しているのは，官民合同む投資・開発会社である

北支那開発(株)・中支那振興(株)の設立によるところ大きい。銀行業に対す

第 1表 日本の対中国投資主要業種別推移 〈単位千円)

業 積 5.Jij 

投資額|割合 投資額 1割合|増加額|割合

*JJ 績 業 381，643 408，067 2292 6 26， 424~ 
3TF6 46 

銀 行 3点2主 160，901 330，32-4 18.0 169，423 23.4 

輸 同 入 業 122，891 260，921 14.2 138，030 19.0 

鉱 業 106，975 120，959， 6.6 13，98 

100128 9 1 紡績業以外の工業 91，662 161，790 8.8 73，651 

航 1重 業 89，448 94，965 5.2 5，517 

投 資 業 36，247 160，323 8.7 124，076 

1201740α α U その他合計 120，76司 298，224' 16.3 173，936 

総 計 1 山，叫 100.01 同 5町 3 100.0 725，011 

(1) 政府借款，軍管理事業に対する投資を除く。
(2) 東亜研究所『日本の対主投資J1043"-'45ベ クより作成。

る投資が急増しているのは横浜正金・台湾・朝鮮の特殊銀行白預金高が急増し

たためであるが，その大半は銀行内部に留保された。他方，早くから現地に支

庖を開設していた三井・三菱・住友の財閥系銀行等の投資額が減少したが，そ

の主因は資金引土げによるペ鉱工業部門に対する投資があまり増大していな

い乙とが示しているように，戦禍による資金需要の減少と信用の不安定化を反

映するものであろう。日中戦争前の対中国投資の中心的業種であった紡績業に

対する投資がこの間の投資額全体の 3.6%しか占めていないことが， そのこと

8) 特殊銀行の預金はこの 2年間に4億71百万円増えたが，そのうち79百万円が貸出され，残り 3

億 8千万円余が内部留保された。三井三菱住友銀行等D普通銀行支庖の投資額は12百万円の
減少を示した(東南研寝所『日本の対主投資'.ll96-98ページ〉。
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を如実に物語っているo

銀行業に次いで投資額の多いのは輸出入業であるが，占領後進出を開始した

のは中堅クラスから下の商社が中心である。丸紅商庖 (10.0田千円)，兼松商厄

(7，000千円)， 回附洋行 (5，000千円)， 岩田商事 (5，000千円)， 日商 (5，OOC千円)，

中山商事 (3，000千円)， 加藤物産 (2，000千円〕等が日中戦争後上海・青島・天津

等に文庖を開設した Lカツヨ内公称資本金戸。 ιれに対し，三井物産(1日，000千円，

現地名三井洋行)， 三菱商事 (30，OOC千円， 同三菱公司)， λ倉商事(10，000千円，同

大倉洋行〕等の財同系巨大商社は， 明治中期から後期にかけて現地にすでに進

出し， 日中戦争前には各地に支臣を開設していたのである。例えば，三井物産

の支唐網は上海を中心に天津・北京・芝宋・青島・済南・漢口・武穴・度門等

に設置され，総合商社としての確固たる地位を築いていたのである。そのうえ，

物産は埠頭・倉庫を所有し，直営工場を経営していた。また，物産棉花部から

分離独立した東洋棉花 (25，凹口千円，現地名東掲洋行〕もすでに現地に於ける有力

な商社として存在していたのである問。

製造業部門で投資額が大きかったのは，紡績業以外の士業であり 2年間に

73百万円，全体の10%余りを占めている。この業種に属するのは飲食料品・金

属・器具・化学工業等であり，一社平均投資額が25万円未満の中小零細資本か

らなるものである11)。

1936年末以来ほとんど見るべき投資が行われていないのは紡績業と鉱業であ

る。紡績業に対する投資の停滞は，日中戦争勃発による戦災を主な原因とする。

戦災による被害額は，明らかなものだけでも，建物33百万円，機械64B万円

原料・製品44百万円，その他 4百万円，総計 1億47百万円に上 b，1936年末の

投資残高 3億81百万円り40%近くに達したと言われ口、る山。紡積業に対する

投資は，この後軍需生産重点主義によって制限されてゆくのであるが，日中戦

9) 向上.4叫-407ベージ。

10) 樋口弘『日本の対主投資研脅」牛活社. 1939年 5月， 574ベ一三人

11) 東亜研究所『日本の対支投資~274へー γ.

12) 向上. 236-239ページ。
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争前の対中国投資の中心であったことは1936年末に於ける全投資残高の34%を

占めていたことからも解る。同じ年，いわゆる「在華紡」は中国紡績業界に於

いて紡機の42.3%，撚糸機の65.9%，織機の50.2%を占めていたi九この中でも，

三井系の上海紡績・豊田紡績・鐘紡等の現地工場が重要な地位を占め，三井物

産・東洋綿花の現地支宿とともに占領後の軍管理工場の管理経営を独占的に受

託する物質的基盤となるのである。

鉱業投資が停滞しているのは，戦前から斯業に対する投資が少いことが示し

ているように，紡績業町場合と事情が異る。日中戦争前の鉱業投資の停滞の主

な原因は外資』とよる鉱業権の直接取得の制限と鉱業に対する借款投資の不採算

枠であり14)戦後のそれは主要鉱山が現地派遣軍によって接収されたためであ

るo

民国19年 (193C年)5月26日に公布された「鉱業法1は i中華民国領域内ノ

鉱物ノ、均シク国有ト為ス本法ニ拠リ鉱業権ヲ取得スノレニ非サレハ試掘文ノ、採掘

旦ノレコトヲ得λJ (同法第一条〕と鉱物資源に対する主権を宣言し，同法第五条

に於いて鉱業権の取得を中華民国人に制限したうえ，外国人の鉱業投資を次の

ように制R民した。

第五条 ・ 前喪中華民国人ノ鉱業経営ヵ会社組織ュ限り外国人ノ資本参入ヲ許スコ

トヲ得但シ左記各号ノ制限ヲ受ノレコトヲ要ス

株式総数ノ過半数〈中華民国人ノ所有タルへシ

二取締役〔董事〕ノ過半数ハ中華民国人タルへγ

三社長(董事長〉及総支配人(総経理〉等ノ職ハ中華民国人ヲ以テ充任スへシ

しかも，鉄鉱，右油鉱，銅鉱及冶金に適合する有煙炭は国営とし，鉱産物の

13) 同よz 担 1ベ ジ。 なお， 日中戦争後の「在車肪」の中国結輯業に対する支配力は民族費本経
宮下の紡績工場の掠奪等を通じてさらに強化された。因みに， 1939年現在， i在華紡」は紡機:72

6弘，明糸機8G，G拍，織機81.0%を支配下におさめていた.
14) 日中戦争以前の対中国駆業投資の停滞の問題は， ζの他に，園内拡業の発達段階，産業構造上

の位置も考慮に入れな付れはならないであろう。例えは，日本炭鉱裟にとって中国は少なくとも
1930年以前には販売市場としτの比重が高< (1930年の中国炭輸入高45方6千トンに対し， 輸
出130万2千トン)，中国炭の輸入が急増するのは19360年からである(1935年の中国炭輸入高55万

9千トンに対し， 1936年115万4千トン).
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政府の先買権，輸出の許可制等が次のように規定された。

第九条鉄鉱，石油鉱，銅鉱及冶金ニ適合スル有煙炭ハ国営トシ国家ハ自ラ試掘採掘

ヲ行フ国家自ヲ試掘プ行ン必要ナキトキハ之ヲ賃貸シヲ試掘採掘フ為リシムルコ l

ヲ得但ツ賃借入ハ中辛民国人ヲ以テ限トス

鉄鉱，石油鉱，銅鉱等ノ鉱産物ハ政府z於テ先買権ヲ有ス

前項ノ鉱産物ヲ国外ニ輸出スノレ場合其ノ数量及期限ニ関スノレ契約ハ中央主管機閣

ノ許可ヲ経ルニ非サレハ効力ヲ有セス必要アル場合ハ伯ホ之ニ制限ヲ加フノレヲ伺

日本だけでなし 諸外国の対中国投資に於いても， 鉱業投資の割合が少、、

〈全体の 1%程度〉のはこのような制約が大きな要因になっていたものと考えら

れる。日中戦争前の炭鉱業のうち， 玉な外資との合弁事業は闘機鉱務局〔中英

合弁)， 井陸煤鉱公司〈中独合弁)， 魯大鉱業股伶有限公司〔中日合弁〕等少数に

隈られていた。

このように鉱業に対する直接投資は制限されたうえ，借款投資の採算性はき

わめて悪かった。 1936年末の日本の対中国鉱業投資残高 1億 6百万円のうち，

第 2表鉱業借款投資と延滞利子 借款投資が90百万円，

〔単位千円〉

投資会社 |未賞還額|延滞利子|投資残品

横浜止金銀行 42，802 24，555 67，358 

中日実業(株) 7，012 3，110 10，122 

大 意 組 3，4811 1，288 4，770 

H 本興業銀行 2，051 1，236 3，287 

井鉱 山 P ? 3，138 

斎藤硫曹製造所 897 677 1，575 

古河石炭鉱業会社 447 270 717 

高木合名会社 69 184 253 

菱 商 事 29 93 123 

東洋拓殖(株〕 P F 112 

山東鉱業(株) P P 94 

東亜鉱業(株〕 ? P 22 

E十

1) 1936年末現在

の 向上， ，タ::1-4ベ一三人 1R'l-4ヘ ヅより作成9

84.9%を占めているが，

約 3分の lが延滞利子で

あった〔第2表参照)。鉱

業投資は，このような不

採算性に加えて，中日実

業〔株〉・東亜鉱莱(株〕が

主要な資金源としていた

大蔵省預金部資金の融資

が大正14年の預金部改組

によョて制限され~ 1920 

年代前半の頃から新規投

資がほとんど行われなく

なっていたのである。な
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お， 日中戦争前から鉱業投資を独自に行っていた既成財閥は大倉・三井・古

河・三菱であり，その中でも大倉組の投資額が最も大きいことに注目してお〈

必要がある。また， 山東鉱業(株)は山東省の日中合弁採炭事業を目的とする

魯大煤鉱公司に対する投資，経営の指導を行う為に設立されたものであり，満

鉄と三井・三菱・住友・大倉等が出資している。

日中戦争後の鉱業投資の停滞は，主要な鉱山が現地派遣軍によって接収され

たためであるo 接収された鉱山は軍の管理下に置かれ，興中公司を巾心に，民

間資本を協力会社として委託経営されていた。それに対する投資額は算定が困

難な為第 1表には計上されていなし、。軍管理の鉱山;こ対する投資額十合わせば，

日中戦争後の鉱業投資額はもう少し大きくなろうが，全体に占める割合は接収

Lた紡績・製粉等の他の軍管理工場に対する投資額を考慮すればあまり変わら

ないであろう。だが，正二 ζで留意すべき点は民間資本独自の鉱業投資が日中戦

争勃発以降ほとんど行われていないことである。統計的に捕捉される日中戦争

後の民間資本独自の対中国投資は商業及び紡績業以外の製造の直接投資が中心

であり，鉱業権の取得とその開発に不可欠な鉱業及び「社会資本Jには伝とん

ど投資されていなかったことである。資源開発・「社会資本」投資が重点的に

行われるようになるのは，政府出資法人，北支那開発(株)・中支那振興(株〕

の設立以降である。この点のみをみるかぎりでは，重要資源の争奪戦は政府出

資法人を通じて政府信用と諸々の特典が与えられるようになってから開始され

るように考えられなくもない。しかし，占領初期の鉱山が放置されていたので

はない。主要鉱山は軍に接収され，軍の管桔下に興中公司及び民間資本が，委

託・協)J会社として管理していたりである。言い換えれば，主要鉱山は委託・

協力会社である特定の民間資本が，軍及び興中公司(満鉄〕の公認の下で，排

他的に管理していたのである。軍管理工場を正当に評価することなしには，当

該地域に於ける資源独占 地域支配の形成過程を解明することはできないと言

えよう。軍管理工場については，節を改めて考察しよう。
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II 軍管理工場と雲託・協力会社

1 占領体制がほぼ確立する頃から，現地政府・民族資本の経営下にあった工場

や鉱山は現地派遣軍に接収され，軍管理工場として管理経営された。イギリ λ

等の外資系のものは太平洋戦争突入後接収された。軍管理工場は，中国北部

中部占領地域に於いて判明しているもののみでも 208工場を数え，そのうち繊

維47，製粉38，炭鉱ー貯炭所等34，電灯廠13，欽鉱山・製鉄所13，化学10，燐

寸 g，セメント・窯業 8，造船・機械・鉄工7，製紙 7，塩業4等が主なもの

であった。また，鉄道は満鉄が軍の命令を受けて復旧・改修を行 η ていた。

接収きれた工場牛鉱山は軍の管轄下に置かれたが，その管理経営は当時現地

に進出していた「内地」民間資本や輿中公司に委託された。受託会社は軍管理

土場の復旧・改修や管理経営に必要な資金・資材・技術者を自己の負担で調達

し，その管理経営に伴う欠損は一先ず当該会社の負担となるが，純益は指定銀

行に供託することを義務づけられていた1570 軍管理工場の受託経営に伴う一切

の損益は委託解除の際に清算されることになっていたが，このような委託経営

制度の下では管理経営を受託できる民間資本は自ずと制限されざるを得ないで

あろう。と〈に治安状態の不安定な占領初期に軍事的要請に即応して軍管理工

場を管理経営するには，日中戦争前から対中国投資を積極的に行い，現地に於

ける企業経営の為の情報・技術・経験等の蓄積を不可欠とするのは当然であろ

")， 

:卓管理工場の委託・協力会社を示せば第3表の通りである。最も受託件数が

多いのは輿中公司 (60)であり， 石炭・鉄鉱・塩等の重要鉱業所を中心に受託

しているが，実際の管理経営は協力会社である民間資本に依存していた。協力

会社制度は，公司自体に管理経営に必要な技術・資材・資金等の充分な蓄積・

調達能力がない為に，民間企業と共同出資・平等権利の原則の下に共同経営す

るものであるといわれる。協力会社に受託物件に対する将来の利権が必ずしも

15) 樋口弘『日本の対主投資研究J637ベージa
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第 3表軍管理工場と委託・協力会社

(65) 65 

業 種 別|工場数| 委託会社，数字=委託工場数，カヅコ内は協力会社

炭鉱・貯炭所等 34 菱興鉱中公業2司'13ゴ1井〔大鉱倉山鉱1)業，9満，鉄明治2，鉱三業井4鉱，山貝島1炭鉱 3，三

鉄鉱山・製鉄所 13 興乱事中1公司12(大倉鉱業7，日鉄 1，満洲工廠 1)， 内外

造船・機械・鉄工 7 三1，菱興重中工公L司大l連〈満ド洲ッ工ク廠1，1〉中山鋼業1， トヨタ自動車

化 学工業 10 日本油脂2，鐘紡2，大日本塗料 1

塩 業 4 興中公司 3α旦硝子1，鐘紡 1)，山東鉱業 1

セメント・窯業 8 興中公司 l 城(大セ倉メ鉱ン業ト11〉，小野田t メγ ト2，浅野セ
メγ ト1，盤

ゴ l、 2 昭和ゴムL 日本ゴム 1

火 薬 2 日本火薬2

繊 帝E 47 大造2，絹日東本綿華紡4，紡績績裕9，見豊上紡日海績興紡6，1績7東~!豊紡田3紡，織内7外，綿鐘2紡，4，H上辛海紡製績

製粉・精米 38 i日青製東製粉粉117， 東亜製紛5，三興麺粉 5，日本製粉 1，日

製 紙 7 王ず製紙比二属製紙1，日辛製紙 1

燐 寸 9 中華燐寸3

電 寅d 13 興力中1公〕司13(南鮮合同電気6，東電4， 日電1，大同電

y、戸一 の 他 14 

メHL 計 I 208 I 

同ト 198-203， 232-4ページ，新宮健二『北主基礎産業の再編成とその現状j1941年 9月， 4-6ペ

ージより作成

確約されたのではない加が，占領地域に於いて接収された重要資源・鉱業権が

委託経営制度を通じて興中公司に集中された後，協力会社制度を通じて事実上

民間資本に割当られている。占領初期の重要資源の掠奪とその民間資本への分

配に於いて，現地派遣軍と興中公司，したがって満鉄が重要な位置を占めてい

たことは明らかであろう。また， このことが後に公司の北支那開発(株〕への

吸収再編成と接収資産・鉱業権割当の再調整とを不可分離の問題として顕在化

させるのである。

16) 悲f宮睦二『北主基礎産業の再編成乙その現状j 1同 1年 9月， 3へ え
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民間資本の中では，三井・三菱・大倉の 3財閥が軍管理工場を独占的に管理

経営している。委託会社及び典中公司の協力会社として管理経営している工場

数は，直系・傍系会社及びその子会社の受託分を合わせると円三井 (38)，

三菱 (23)，大倉組 (21)，計82工場に及び 3財閥のみで全体の約40%を占め

ている。軍管理工場の中には管理一経営を委存されずに接収後放置されたままの

ものもあり，この点を考慮すれば 3財閥の占める割合はさらに高い。また，軍

管理工場が日中戦争当時現地に於いてどのような経済的怠義士有していたかに

ついては次節で検討する。

三井の受託工場は繊維関係工場22を筆頭に，炭鉱・セメ Y ト・化学・塩・製

粉の主要業種を網羅している。豊田紡織・上海紡績・上海製造耳目赫・鐘紡や三

井銀行・三井物尾町現地支1古による日中戦争前からの広範な投資活動が，軍管

理工場の独占的受託の物質的基盤となったものと考えられる。三菱も炭鉱・造

船・セメント等の主要工場を受託している。三菱の場合には，三井の場合と対

照的に，園内に於ける繊維部門の弱体と中国への進出の遅れを反映して，繊維

関係士場の受託に見るべきものがない。三井・三菱に次いで大倉組がその他の

財関よりもはるかに受託件数が多い。これは，大倉組の明治・大正時代の中国

大陸に対する投資額はすでに約 5千万円に達し山支那・満淵への輸出資本

財閥J19l と称されていたように， 大倉組を統括機関として大倉商事・大倉鉱業

を中心に早くから積極的に対中国投資を行っていた実績によるものと考えられ

る。

八大財閥りうちに数えられるが，対中国投資には消極的であったといわれる

住友・安回・浅野・古河・川崎叫の受託件数は少なしそのうえ注目すべきも

のはほとんどなし、。住友の紡緩工場 3(住友系束河紡受託)，徐州輝幸電気公司と

17) 資本系列は高橋亀吉青山二郎『日本財閥論.! (t日本コンツェルン全書』第 1巻，春秋社，

1938年3月)によった。
18) 樋口弘『計画経済と日本財閥Jl249へ ジ.

19) 同『日本の対主投資研賀dI536-537へージ.

20) 同『計画陸演2こ円本財閥11249-254ペ シ
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海州・高陽・音県・連雲港の小電灯廠〔日本電気が興中公司の協力会社として管理

経営)，浅野の洋灰廠(浅野セメント受託〉等にすぎない。八大財閥以外では， 日

産の五VI!国本車廠・振華油漆廠(日本油脂受託)，片倉の永裕公司(山東塩業受託〕

である。また，日中戦争前後から一斉に中国に進出していった中小零細資本が

軍管理工場の管理経蛍を受託し得なかったことは言うまでもない。 H中戦争後，

軍管理工場の受託経営を通じて現地に進出したのは，新旧財閥の中では三井ー

三菱ー大倉の 3財閥であり，それ以外では興中公司自協力会社として貝島，安

川・松本の炭鉱財閥が主なものであった。もちろん，接収された工場や鉱山は

形式的にはあ〈まで軍の管轄に属L，委託・協力会社に払下げられたわけでは

ない。だが，軍管理工場は占領地域開発の端緒的拠点を形成し，そこには開発

の為の直接的間接的条件が集積されている。その受託管理は鉱区あるいは鉱業

権の占有を意味し， 管理経営の実績は接収資産の軍管理形態の改組過程で資

源・鉱業権を独占する強力な武器となるのである。

軍管理工場の改組は占領地域を開発するうえで不可欠であったが，それは(1)

接収資産・鉱業権割当の再調整， (2)原所有者である民族資本・政府に対する接

収資産の返還問題を内包していた。軍管理工場の委託経営制度そのものは臨時

的応急的に採用された措置であり，委託経営に伴う費用と収益の負担・配分関

係も未調整であったことは上に述ベた通りである。そのうえ，その管理経営の

大半は三井・三菱・大倉に独占され，この 3財閥と同等もしくはそれに近い開

発能力を有する他の財閥は占領直後の当該地域の開発から排除されーにいたり己

ある。石炭・鉄鉱石・塩等の重要草需資源を開発し，総力戦に対応し得る「生

産力の払充」を当該地城に於いても実現するには，軍管理土場の委託経営制度

を再編成すると同時に，少数の特定財閥資本集団による開発体制lから財界を総

動員した開発体制に転換することが国家的・軍事的要請となるのは当然であろ

う。しかし，財界を総動員した開発体制に移行するこ色は，一方では占領直後

の軍事的にも経済的にも最も投資リスクの高い時期に軍管理工場を受託管理し，

その実績の上に接収資産・鉱業権を事実上独占していた三井・三菱・大倉の先
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発組の既得権を脅かし，他方では 3財閥以外の後発組が新たに接収資産・鉱業

権の割当を受け得る可能性があることを意味する。接収資産・鉱業権割当の再

調整，資源の再分割こそが軍管理工場の改組問題の本質的内容であると言えよ

つ。

中国北部占領地域に於いては， この問題は次のように処理する方針であった。

交通・運輸，港湾，電気，通信，石炭，製鉄，石炭液化，塩の 8事業は統制事

業とし， これに該当する軍管理L場は特殊会社に再編成し， 北支那開発(株〉

の子会社とし亡「統合調整」を受ける。他の事業は自由事業とされた。統制事

業については，当初現地派遣軍特務盲目は事業別に特殊会社を各々 1社設立し，

それに一元的に開発させる「ー業一社主義」を構想していた。つまり，受託会

社による草管理工場の個別的な管理経営から各業界団体もし〈はトヅプ企業主

中心とする共同開発体制に再編成される予定21)であったと言えようのしかし，

上記のように，乙のような開発体制の再編成は接収資産・鉱業権割当の再調整，

資源の再分割を必然的に伴わざるを得ないのであり，円滑に進展しなかった。

まず，北部占領地域最大の資源である石炭の開発会社の企業形態をめぐって現

地派遣軍の「ー業一社主義」と中央の「ー業数社主義」とが対立し，結局後者

が採用されることになる22)。接収資産・鉱業権が軍管理工場の委託経営を通じ

て三井・三菱・大倉の 3財関及び貝島，安川・松本の炭鉱資本に占有された状

況の下では Iー業数社主義Jの方がより現実的な企業形態であり，これは他

の資源開発事業にも採用される。また Iー業数社主義」が採用されても必ず

Lも財界を総動員Lた開発体制を築くことができず，三井・三菱・大倉等の接

収資産・鉱業権の事実上の独占を公認し，住友のような巨大財闘のみが新たに

鉱業権を取得するのである。開発り統制権が集中された北支那開発 (1恥を挺

21) 桑野仁，前掲書.61-62べ一人
22) 小林英夫，前掲書文.16べ一丸小林氏は企業形態に関する現地・中央の対立は「華北最重要

資源が石炭，特に製品用強粘炭であり，かっ，とれが日本独占資本の垂証の的であったことを考
慮すれば，現われる形態は何であれ平III聖争いが重要なポイ γ トだった乙とは言うまでもない。」
とし， ζの対立の本質は資源の争奪戦であると指摘されてレる。



日本帝国主義下り中国に於ける草管理工場と資源独占 (69) 69 

子として，巨大財閥を中心に実績と実力に応じて資源，地域の再分割が行われ，

中小零細資本の資源開発事業への参入は北支那開発(株〕の「統合調整」を受け

て排除されるのである。なお，自由事業については「北支における同種企業の

濫立を防止しJ. r日本企業の北文進出は原則として単独を許さずカルテノレの進

出」幻〉を義務づけるが， その本質は自主的な資源の再分割の公認であると言え

ょう"弘

軍管理工場の改組は，原所有者である民族資本，政府に対する接収資産の返

還問題を処理するうえでも不可避であった。現地民族大衆・民族資本家の搾

取・収奪と資源掠奪を本質とする占領地域開発を円滑に行うには.統治・治安

維持上現地民族資本家を買弁資本家に組織することが一つの重要な要請となる。

その為に，接収資産の返還が前提条件となるが，これは現地派遣軍の「軍管理

工場返還声明J(1940年 3月18日〉として現われる。 Lかし， 返還が形式的返還

にすぎないことは言うまでもない。返還の第一方針として「移管工場は概ね日

支合弁の会社組織として経済提携の実を挙くること」却が条件づけられ， 接収

Lた工場や鉱山を日中合弁事業に再編成することを強制し，現地民族大衆の搾

取・収奪及び資源掠奪を公認させる形態がとられるのである。したがって，開

発会社の資本構成は， 統制事業については現地民族資本・政府， 北支那開発

(株). r内地」民間資本の 3者，自由事業については北支那開発(株)を除く 2

者で構成されることになる。現地民族資本家の買弁資本家への組織化が失敗に

帰したιとは，再編成された日中合弁会社白中国側株主が概ね臨時政府名儀で

あったことが如実に物語っているb

戦前日本経済を支配していた新旧財闘の日中戦争を契機とする対中国投資は，

軍管理工場の委託経営を挺子とする接収資産・鉱業権の争奪戦を基軸として展

開され， これは， 日中戦争前から対中国投資を積極的に行っていた三井・二

23) 折E健二前掲書. "へジロ

24) 例えば，製粉業に於いて，日清 日本 日東町三大製粉会社による地按的協定による勢力分野
が決定された(井」坤丸宇佐葉誠次郎，前掲書.83ヘ ジ)，

25) 新宮健三，前掲書.11ベ -;/0
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菱・大倉の 3財閥を中心とする軍管理工場の占有に帰していた。軍管理工場の

占有の意義は接収資産・鉱業権割当の再調整過程の中で一層明らかになるが，

その前に占領地域に於ける草管理工場の占有それ自体の意義を確定しておく必

要がある。次節では，北部占領地域に於ける軍管理炭鉱を中心にこの点を考祭

したい。

III 中国北部占領地域に於ける軍管理炭鉱の

委託経営と石炭資源の独占

中国北部占領地蛾の軍管理炭鉱左その管理経営の受託及び協力岩を示せば第

第4表草管理炭鉱と委託・協力会社

炭 鉱 名|所 在 地 受託者l協力者

井 匪炭鉱 河北省井陸 興中公司 貝島炭鉱

正豊 d少 f/ f/ rr fノ

磁県 汐 rr 磁県 rr 明治鉱業

中和 rr rr rr 。 rr 

恰立 rr ノノ 汐 fJ ノア

永安 rr dア 万 rr 。
陽泉 λr 山西省陽泉 fJ 大倉鉱業|

寿陽 rr " 寿陽 fノ 。
西山 rr " 太原 ノケ 。
東山 f/ rr η rr か

軒嵐鎮 " " 寧武 " 汐

富家灘 。 汐 霊石 fノ rr 

孝義 lア 汐 孝義 ノノ か

洪洞 ノケ 汐 洪洞 ノ/ f/ 

介休 f! ノノ 介休 ノノ " 
中興 rr 山東省輝県 か 三井鉱山

華豊 fノ 汐 寧陽 f! 三菱鉱業

華宝 必F " 泰安 " 
ノ?

大 同 汐 山西省大同 指荷 鉄

下花園 。 察日合商省宣化 汐

同」二

4表の通りである。軍

が接収した炭鉱は興中

公司と満鉄に委託され

たが，輿中公司の受託

分には民間炭鉱会社が

協力会社として管理経

営に参加している。輿

中公司が満鉄の子会社

であることを考慮すれ

ば，軍管理炭鉱のうち，

満鉄が単独で委託経営

し℃いる大同・下花園

炭鉱を除けば，他は全

て満鉄と協力会社であ

る民間炭鉱会社の共同

管理下にあると言えよ

う。協力会社の選出と

管理経営する炭鉱の割
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当は興中公司から石炭連合会を通じて行われた制。

軍管理炭鉱は満鉄が管理経営しているも白を除けば，協)J会社制度士通じて，

少数の特定巨大炭鉱会社が占有している。河北省中西部の井怪・正豊炭鉱，同

省南部の磁県・中和・恰立・永安炭鉱，山西省中央部及び東部の陽泉・寿陽ー

西山・東山ー軒崩鎮ー富家灘・孝義・洪洞・介休の各炭鉱，山東省南部の中興

炭鉱，同炭鉱の北方にある華豊・華宝炭鉱は各々貝島炭鉱，明治鉱業，大倉鉱

業，三井鉱山，三菱鉱業の 5社がその管理経常を独占しているの他の財閥系炭

鉱会社を含む主要炭鉱会社は軍管理炭鉱を管理経営していない。後者が独自に

当該地域の炭鉱業部門に進出するには，鉱業権を現地民族・大衆から掠奪し，

鉄道・道路などの輸送手段の整備を行わなければならない。だが， 日本側の軍

事的支配力が主要都市とそれを結ぶ鉄道沿線にしか及ばなかった点を考慮すれ

ば，軍の保護なくして開発を行う ζ とはそもそも不可能である。言い換えれば，

鉱業権の取得は軍管理炭鉱の受託信手理を通じてのみ可能である o 三井鉱山・三

菱鉱業等の先発組は受託した炭鉱の管理経営の実績のうえに事実上鉱業権を独

占していたのに対して，それ以外の後発組は軍管理炭鉱の再編成，鉱業権割当

の再調整が行われない限り鉱業権を取得することが困難であった。

では，軍が接収した炭鉱は中国北部占領地域の炭鉱業の中でどのような位置

を占めていたのであろうか。この点を考察する前に，まず当該地域に於円る石

炭資源を概観しておιう。中園地質調査所の調査によると，中国全体。埋蔵量

は2，3901主59百万ト γ に達するが，そのうち北部五省には 1，328憶17百万トンが

賦存L， とくに山西省のそれは最大で 1，271億27百万ト Y， 同省のみで中国全

体の半分以上を占めていた。山西省以外の各省の埋蔵量は，河北省30億九百万

トγ ，111東省16億39百万トン，察P合繭省 5億 4百万トン，綴遠省、4億76百万ト

ンであった。各省の主要埋蔵地帯は，山西省 ほぼ全域，河北省一灘・臨機・

遵化諸県を含む北東部，宛平・房山から井陸の諸県に至る西部，臨城・磁県等

の南部の 3 地域，山東省一章~B . )箇川・博山から稚県等を含む中央部，泰安・

26) 同上， 3ヘ ク。
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寧陽・新泰・費・臨2庁・峰等の諸県を含む中央部から南東部に広がる地域，実毎

日合爾省 河北・山西両省境の陽原・蔚県から懐来・宜化・張北の諸県を含む地

域，綬逮省大青山一帯の帰綬安北固陽・薩県等を合む地域である。

このように広大な地域にわたって膨大な埋蔵量が確認されていたが，このう

ち閣発に着手されていたのは僅かな地域であり，埋蔵量に比べて出炭量も少な

かった。 1934年現在，中国全体の出炭高2，089万 7千トンのうち，北部5省は1，4

20万 4千ト Y，約70%を占めていた。しかし，年産10万トンを超える炭鉱は僅か

14社にすぎず，大半は零細な「土法採掘J，1マニュファクチュア的経常」であ

った。そのうえ，外資系炭鉱の出炭高に占める割合が大きし「半植民的性格」

の濃いものであった。開探鉱務局(中英合弁， 1934年の出炭高475万4千トン，以下

♂同じ)，門頭溝中英公司(司， 35万トン)，井陛鉱務局〈中独合弁， 79万5千トン)， 

魯大煤鉱公司〔田中合弁， 74-万2千トン〕の外資系4炭鉱の出炭合計664万 2千ト

ンは北部 5省の全出炭高の 46.7%，を占めていた。民族系炭鉱は当該地域内の

出炭高の50%余りしか占めず， 近代的設備を有するものは中興煤鉱公司(年産

131万 l千トン)保育煤鉱公司 (51万8千トン〉等にすぎなかったロ

占領初期に軍が接収した炭鉱はこのうち民族系炭鉱である。外資系炭鉱のう

ち井隆鉱務局は輿中公司がドイツから買収したが，イギリス系の開襟鉱務局・

門頭講中英公司は太平洋戦争に突入後接収された。軍管理炭鉱の中には，主要

炭鉱を機械的に軍の管轄下に編入したものと，中核的炭鉱がなく τ中小零細炭

鉱を地域的に統括したものとがある。 前者に属する白は中興煤鉱公司〈軍省P理

炭鉱名，中興炭鉱，以下同じ)，井陸鉱務局(年産79万5千トン，井陸炭鉱)，工E王手煤

鉱公司 (30万トン，正豊炭鉱)， 音北煤鉱公司 (24万 1千トン，大同炭鉱)， 'I古立煤

鉱公司 (22万4千トン， '1台立炭鉱〕等である。 この他， 主要炭鉱でも鉱芽J晋が複

数の県にある場合には，軍管理上地域的に分割，統合された。保菅煤鉱々務局

(51万8千トン〉は陽泉・寿陽・大同の各鉱業所が軍管理炭鉱として陽泉・寿陽・

大同炭鉱に分割され，同様に華豊煤鉱公司 (11万1千トン〕も華豊・華宝炭鉱に

分割された。つまり，軍管理炭鉱・大同炭鉱は保育煤鉱公司の大同鉱業所と音
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北鉱務局 (24.万1干トンJ. 同宝煤鉱公司 (4万トン〉の経蛍する炭鉱及び中小零

細炭鉱(8万十りからなり. r湯泉炭鉱は保育煤鉱公司の陽泉鉱業所と建昌煤鉱

公司 (4万6干トン〉・平記煤鉱公司〈出炭高不明〉及び中小零細炭鉱 (52万2千ト

ン〕からなるのである。接収された主要炭鉱D出炭高士資本系列別に示すと，

三井中興煤鉱公司 131万 1千トヘ貝島井隆.j[豊煤鉱公司 109万 5干ト γ，

大倉組一保菅・建昌・平記煤鉱公司等86万 B千ト γ 余， 安川・松本ー恰t ・

中和傑鉱公司等31万 7千トン余，三菱ー華豊煤鉱公司11万 1千トンである。各

社は，軍管理炭鉱の管理経営を通じて民族系主要炭鉱を占有していると言えよ

う。とくに，三井鉱山が管理経営している中興煤鉱公司は民族系炭鉱の中で最

大であり， 同炭鉱白石炭はヰ3国北部で最も良質の粘結炭であるといわれてい

た。

軍管理炭鉱の占有の意義は，それを通じてどのような産炭地域に進出してい

るかを検討することによって一層明らかになる。 193伴の中国北部各省の出炭

高は河北省773万 9千ト γ，山東省350万 3千トン， 山西省270万トン， 察恰爾

省20万 2千トン，綬遠省 5万 7千トンであり，河北・山東・山西の 3省ーと北部

全体の98%を占めていた。 ζの3省の出炭高を県別に示すと第5表り通りであ

る。河北省の井陛・磁県，山東省の嘩・寧陽県，山西省甲陽泉・大同・寿陽ー

太原等の軍管理炭鉱の所在地は各省の中でも主要な産炭地域である。井隆ー磁

両県の出炭合計 141万 3千トンは河北省全体D出炭高の 18.2%しか占めていな

いが，同省内のイキリメ、系炭鉱開襟鉱務局・門頭溝中英公司の出炭高 510万4

千 t.:/を除くと，民族資本系炭鉱の出炭高 262万自千ト Y の53.7%を占めてい

る。また，糠・宛平両県を除〈と，井隆は同省内で最大の産炭地域である。山

東省の嘩・寧陽・泰安県の出炭合計 130万 6千トンは， 同省全体の 37.3%を占

め中日合弁の魯大煤鉱公司の出炭分74万 2千トンを除くと，民族資本系炭鉱の

出炭高の74.5%も占めている。 さらに，山西省の場合には軍管理炭鉱は陽泉・

寿陽・太原等の主要産炭地域のみでなく，大同・寧武から洪洞等の中央部の産

炭地域を網羅している。三井鉱山・三菱鉱業・大倉鉱業・貝島炭鉱・明治鉱業



74 (74) 第 116巻第1.2号

の邑社は軍管土星炭鉱の管理経営を通じて，中国北部占領地域に於ける主要産炭

地域に進出していたと言えよう。

第る表 中国北部U省・県別出炭高
(単位千 Tン〕

省 県 |出炭両 1 . 
河北省 襖 県 4.754 山東省 寧 陽 90 

井 陛 1.095 章 郎 77 

宛 平 874 泰 安 21 

房 山 339 その他 10 

磁 県 318 合 計 3，495 

臨 域 169 l川西省 陽 泉 569 

臨 検 158 大 同 362 

遵 化 30 育 城 150 

合 Z十 7.737 陽泉・菅城 298 

山東省 慢 県 1，311 大同・寿陽 219 

博 山 1，195 太 原 .89 

溜 )11 677 そり他 J，100 

離 県 114 合 計 2，698 

1) 千トン以下切捨て

2) 本印山西省主原町出炭高は1933年分

3) 満鉄産業部編『北支那蛙済材調』日本評論社， 1938年 5月，
297-302ベージより作成，

主要産炭地域は当該

地域に於いて最も立地

条件に恵まれた地域で

ある。埋蔵量に比べて

出炭畳が少仁中小零

細炭鉱が中心であり，

採炭事業が発展の途に

ついたばかりであるが，

ζれらの地域は鉄道沿

線の交通・運輸条件に

恵まれた位置にある。

中国の鉄道が運炭を主

要目的として建設され

た為に当然であるが，

占領後の鉄道建設は既

設線の復旧・改修を中心に行われ，これらの地域のみが占領期間中の開発可能

地域 Cあった。津消線沿線的中興炭鉱，華豊・華宝炭鉱，京;漠線沿線の磁県炭

鉱，同線及び正木線沿総の井怪・正堂炭鉱，同蒲・正太線沿線の陽泉・寿陽・

西山等の諸炭鉱は口中戦争前から主要産炭地域であると同時に，占領後重点的

開発地域として資金 資材の優先的割当を受けるのである。しかも，三井鉱山

三菱鉱業が管理経営している中興炭鉱，華豊・華宝炭鉱は青島・連雲而港に

最も近いのに対し，貝島炭鉱・明治鉱業・大倉鉱業が管理経営している鉱区は

前者より奥地にある。

このような軍管理炭鉱の割当は，現地派遣軍・満鉄及び石炭連合会との間で

鉱業投資の実績と園内に於ける炭鉱業に占めるシ z ア←を基準に調整されたも
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日中戦争前四中国北部5省主要産炭地帯略図

企 1934年の出炭尚 10万ト γ_100万ト γの県

企四叫の出向 1冊万トン以上の県
-四ーー同・1936年現在の鉄道網

(75) 75 

のと考えられる町。接収した炭鉱を軍から委託された興中公司は， 石炭連合会

を通じて三井鉱山・三菱鉱業・貝島炭鉱・明治鉱業正大倉鉱業に管E怪営の協

力を求めたのであるが，各々り資本系列別の圏内の炭鉱業に占める γ ヱア は

第 6表の通りである。大倉を除けば，三井，三菱，貝島，安}II.松本の炭鉱業

に於吋るシヱアーと，各々が管理経営している軍管理炭鉱の出炭高・立地条件

との聞に 定の対応関係を有することが解る。国内の出炭高の 4分 の 1者占め

27) 軍管理工場の割当を挺子とする費源独占 地域支配割当町カルテ"曲調整は，民鉱業だけでな

く，他。業種に於いても共通にみられた。 I紡績資本が軍管理工場司委任経首を為すには，予め

在華紡連合会に悼τ進出割当を決定し，製抽界では，日東・日本 日清聖域ちに於ける軍管理工場

割当の地域的協定に依る勢力分野の決定，製紙業では王子製紙の山西省，東洋製紙〈野村系〉白

河北山東省を主とする分野の決定等内地資本のカノレテル回J輩出J(満鉄虚業部編『立那桂済年

報』昭和15年版， 141ベ ジ〕が行われた。
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第 6表資本系列別出炭割合

(単位千トン〉

資本系列!出炭高|割合

井 9，561 I 25.1% 

菱 5.670 14.9 

貝 島 2，058 5.4 

安川・松本 1，916 5.0 

日本製鉄 1，565 4.1 

住 支 1，527 4.0 

渡辺剛二 1，436 3.8 

日 産 1，207 3.2 

麻 生 1，200 3.2 

浅 野 1，口72 2.8 

古 河 935 2.5 

大 倉 516 1.4 

計 28，663 75.3 

そ の {也 9，404 24.7 

園内総出炭高 38，067 100.0 

1) 1936年

2) 高橋亀吉ー青山二郎『日本財閥
論， (r臼本コンツェルン圭書』第

1巻)春秋社， 1938年3月， 2却
d¥ シ。

第 116巻第，.2号

る三井は，占領地域に於いても軍が接収した

炭鉱り中 C最も立地条件に恵まれているうえ，

民族資本系炭鉱の中で最大の中興炭鉱を管理

している。三井に次〈シ z アーを占める三菱

が管理している華豊・華宝炭鉱は，出炭高で

は貝島，安川・松本りそれより低いが，立地条

件でほ三井の場合と同様に最も恵まれている。

統治・治安状態の不安定な占領地域では，出

炭高の多寡よりも港湾に近く突通・運輸手段

に恵まれた炭鉱を管理する方が有利であろう。

他方，貝島，安川・松本が管理している井隆，

恰立・中和炭鉱の出炭高は三菱のそれより大

きいが，奥地に鉱区がある。また，貝島が管

理経営している炭鉱の方が安川・松本のそれ

より出炭高・立地条件とも優れているのは，

国内のシヱアーが貝島の方が若干上回ること

を反映するものであろう。ところで，大倉の

炭鉱莱に於けるシヱアーは1.4%で， 住友・日産・古河等より小さいが，山西

省のjム大な地域の軍背理炭鉱の害当を受けている。これは先に述べたように大

倉ーが対中国投資を積極的に行っていた実績によるものであろう。なお，三井・

三菱のシヱアーは他の諸財閥よりも圧倒的に大きし日中戦争前から対中画段

資を積極的に行っていたが，貝島，安川ー松本のシ L アーは特別大き〈ない。

協力会社である先発5社に対する軍管理炭鉱の割当が実績と実力を基準に行わ

れた左しても，それは応急的措置であり，委託・協力会社制度は主要な炭鉱会

社を総動員した開発体制ではない。委託・協力会社制度を再編成し.軍管理炭

鉱の割当を再調整することが不可避的課題となることは必然的であったと言え

ょう a
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先発5社以外の後発組が新たに鉱業権を取得するには，委託・協力会社制度

の再ず峨が不可欠の条件となる。軍が接収しなかった零細炭鉱や未開発鉱区を

取得することは可能であるが，開発の前提条件である「社会資本」投資が停滞

している状況の下では，鉱業権を取得しても開発することは不可能であり，実際

上も鉱業投資が日中戦争勃発以降ほとんど行われていなかったことは先に示し

た通りである。委託・協力会社制度は臨時的応急的措置であり，それは次のよ

うに再編成される予定であった。当該地域の石炭の開発は「外国資本系の炭鉱

を除いた主要炭鉱を各地区毎に統合し，それぞれ目支合弁中国法人の独立会社

を組織し，日本側は 北支那開発会社が親会社として出資L，内地有力炭鉱

業者も資本的技術的に参加協力する建前」却であった。開発地域は中興・井隆・

磁県・太原・大同・博山の日ブロッグ(中興は後に 2プロックに分割〕副とされた

が，大同・博山ブロックを除〈各フロック内の主要炭鉱は先発組5社の管理経

営下にあった。これらのブロック内の主要炭鉱に対しては資金・資材が優先的

に割当られ，開発が促進されたのに対し，外資系炭鉱以外の零細炭鉱に対す7る

割当が制限され，その開発は事実上禁止された。軍管理炭鉱を北支那開発く株〉

の子会社に再編成し，主要炭鉱会社を総動員することは国家的・軍事的要請で

あるが，それは鉱区・鉱業権の再分割を必然的に伴うものであり，円滑に進む

はずはなかった。結局，軍管理炭鉱の再編成によって三井鉱山・三菱鉱業・貝

島炭鉱・明治鉱業・大倉鉱業の 5社は占領初期から管理経営して主要炭鉱の鉱

業権の独占を公認され，後発組の中では住友鉱業のみが新たに鉱業権を取得す

ることになるのである。

結 語

日中戦争の勃発をはさむ1936年末から1938年末に至る日本の対中国投資の基

調は，統計的に捕捉きれる限りでは，金融・商業部門と零細な製造業に対する

2町北支部開発〔挟〕企画部編『北宣開発事業の概観J1941年 3月， 47ページ。
29) 中興ブロックの分割は石炭連合会の自主的決定によって行われた(満鉄産業部編i前掲書.

118ベジ).
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直接投資が中心であり，鉱業及び社会資本投資がほとんど行われていなかった。

後者に対する重点的投資の体制は政府出資法人の設立によって構築される。政

府出資法人には政府信用及び諸々の特典が与えられ. 主要な財閥が一斉に資本

参加Lている。このような点から，資源の争奪戦は占領地域り資源開発に対し

て政府の保証が与えられてはじめて開始されるものと理解される傾向がある。

例えば，小林英夫氏は「日本帝国主義の華北占領政策」の展開過程の分析を通

じて]北支那開発株式会社の設立意図および出資構成から判断すれば，華北

重要資源開発に既成財閥資本が大々的に進出してきたことが理解できょう。か

各種財闘を糾合し一大開発会社制乍るという支那駐屯軍の案

が政府保証な〈んば民間企業は容易に出資に応ぜざるべしとしてほおむり去ら

れた事実を想起して欲しい。今半三主主主ゐ長府長在i~t与 Gh;1キ，ゑ占会
三~fi 自己ゐ企業許ゐ主主主由主編成らネ肯ょたゐ二桑 tL -C主主;ft資漁ゐi:. G ミヰを
由治寸4ゐモある。」制〔傍点引用者〉と指摘される。だが，実際には，

って立案過程で，

既成財

閥の中では対中国投資を積極的に行っていた三井・三菱・大倉の 3財閥が軍事

的侵略に呼応して軍管理工場の管理経営を独占的に引受け.重要資源・鉱業権

を占有し，開発の拠点的地域を支配下におさめていた。資源の争奪戦は，軍管

理工場の委託経営を基軸として占領初期から展開されていたのである。

軍管理工場のうち統制事業に該当するものは政府出資法人の子会社に再編成

されるが，それは接収資産・鉱業権割当の再調整を本質的内容とするo 政府出

資法人に与えられた占領地域開発り「統合調整」権は，資源の争奪戦が激化す

ればする程強化されざるを得ないが，統制の強化は中小零細資本を資源開発か

ら排除し， 巨大財閥金融資本の間で開発能力に応じた資源の再分割を保証する

ことになるのである。政府出資法人を摂子とする資源の再分割過程の詳細は次

稿に於いて考察したい。

(1975 31) 

ヨ1) 小林契当，.前掲論文. 18ペ え


